
1988年出上の木簡

群
馬
。
中
江
日
本
郷
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
群
馬
県
新
田
郡
新
田
町
大
宇
中
江
田

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
七
年

（昭
６２
）
一
〇
月
ｉ

一
九
八
八
年
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
新
田
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
小
宮
俊
久

５
　
還
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
八
ｉ

一
九
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

中
江
田
本
郷
遺
跡
は
、
新
田
町
役
場
の
南
二

・
八
節
に
位
置
す
る
。
北
○

・

一
血
に
は
旧
日
光
例
幣
使
街
道
で
あ

っ
た
県
道
太
田

・
境
線
が
通
り
、
北
東

一

面
に
は
近
世
宿
場
町
と
し
て
栄

え
た
木
崎
の
町
並
み
が
あ
る
。

ま
た
、
南
○

・
七
血
に
は
、
鎌

倉
時
代
後
期
に
建
立
さ
れ
、
明

治
時
代
に
焼
失
す
る
ま
で
存
続

し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
来
迎

谷

寺
の
跡
も
あ
り
、
中
近
世
に
お

螺

い
て
栄
え
た
場
所
で
あ

っ
た
と

言
え
る
。

遺
跡
は
、
大
間
々
扇
状
地
南
方
に
形
成
さ
れ
た
木
崎
台
地
上
に
位
置
し
、
標

高
は
四
〇
ｍ
前
後
を
測
る
。
調
査
は
国
道
三
五
四
号
線

ノミ
ィ
パ
ス
道
路
建
設
に

と
も
な
う
発
掘
調
査
で
、
新
田
町
教
育
委
員
会
が
群
馬
県
よ
り
委
託
を
受
け
、

約
六
〇
〇
〇
だ
に
つ
い
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

調
査
の
結
果
、
八
世
紀
か
ら

一
〇
世
紀
に
か
け
て
の
住
居
跡

。
掘
立
柱
建
物

跡

・
中
世
の
居
館
の
濠
跡

。
中
近
世
の
土
羨
墓

・
井
戸
跡
等
、
多
数
の
遺
構
が

検
出
さ
れ
た
。
木
簡
が
出
土
し
た
の
は
、
調
査
区
ほ
ぼ
中
央
の
最
高
所
に
位
置

す
る
井
戸
跡
か
ら
で
あ
る
。
井
戸
は
、
直
径
約

一
ｍ
、
深
さ
約
四
ｍ
の
円
筒
形

の
素
掘
り
で
、
木
簡
は
深
さ
約
二
・
八
ｍ
か
ら
出
上
し
て
い
る
。
遺
物
は
総
じ

て
少
な
く
、
他
の
遺
物
と
し
て
は
、
木
簡
よ
り
や
や
上
の
レ
ベ
ル
か
ら
す
り
鉢

の
小
破
片

一
点
、
栗
の
実

一
点
が
出
土
し
た
程
度
で
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

ω

　

「
全
こ

仏
力
魔
界
界
即
仏

一
念
即
於
法

界
鳴
々
如
律
令
韓
」
　
　
　
］∞巽
『援
卜
ｏ盟

呪
句

「喩
々
如
律
令
」
の
記
或
に
よ
り
、
呪
符
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
だ
整
理
作
業
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
井
戸
中
よ
り
出
上
し
た
す
り
鉢
小
破
片

は
、
堺
す
り
鉢
二
類
に
相
当
し
、　
一
九
世
紀
前
半
に
比
定
さ
れ
る
た
め
、
現
時

点
で
は
、
木
簡
の
年
代
も
こ
れ
に
近
い
時
期
と
考
え
た
い
。

（小
宮
俊
久
）






